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研究要旨 

本研究に関わった訪問看護師から「訪問看護師が学校に入って医療的ケアを行う場

合、医療事故が起こった場合の責任の所在が不明確なため、不安を感じる」との意見

が多数出された。この問題を整理するために研究班内で法的対応ワーキンググループ

を立ち上げ、訪問看護師が学校内で高度な医療的ケアを行う場合の法的手続きや責任

の所在に関して議論して整理した。その結果、以下の２つが重要と結論づけた。 

 

（１） 学校と医療機関との間の情報共有 

訪問看護師が学校で高度な医療的ケアを実施するためには、主治医と訪問看護師が

学校の医療的ケア委員会と連携し、学校の医療的ケア指導医及び学校看護師に対して

必要な医療情報を提供することが必要である。そのため、主治医は学校に対して児の

過去の病歴や現在の医学的病態を医師向けに記載した診療情報提供書を提出し、これ

らの医学的な情報を学校や医療的ケア指導医と共有することが望ましい。学校の医療

的ケア指導医と学校看護師は、これらの医療機関からの情報をもとに医療的ケア児に

許容される活動の幅を推定し、児の安全を損なわない医療的ケアの在り方を議論して

いくべきである。 

 

（２） 医療事故に関わる法的対応 

医療事故の発生予防と事故発生時の対応のために、医療的ケアを実施する者はあら

かじめ策定したマニュアルをできるだけ遵守する必要がある。故意や重大な過失が認

定されない場合でも、患者家族から民事訴訟を起こされる可能性がある。医療事故の

責任の所在について文部科学省通知は「教育委員会が、主治医、保護者も含めた関係

者の役割分担を整理し、各関係者が相互に連携協力しながら、それぞれの役割におい

て責任を果たしていく（筆者編集）」と述べているが、民事訴訟になった場合、関係

者全員が訴追される可能性がある（処分権主義）。そのため、医療的ケア児に関わる

関係者は適切な損害賠償責任保険に加入し、損害賠償が発生した場合に備えて準備す

ることが望まれる。日本医師会、日本看護協会、医療関係学会などによる医師賠償責
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Ａ．研究目的 

本研究は、人工呼吸器などの高度な医療

的ケアを学校で実施する際、訪問看護師が

学校に入ってケアすることについて実証し、

一定の成果をあげている。しかし現場から

は、「医療事故が起こった場合の責任の所在

が不明確なため、学校での医療的ケアに不

安を感じる」との意見が多数出された。こ

の問題を整理するために、研究班内で法的

対応ワーキンググループを立ち上げ、訪問

看護師が学校内で高度な医療的ケアを行う

場合の法的立場や責任の所在に関して議論

し、提言を示すことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

文部科学省（以下、文科省）では、平成

29年 10月から平成 30年 2月にかけて「学

校における医療的ケアの実施に関する検討

会議」を開いて学校における医療的ケアに

関する検討を行い、平成 30 年 2 月 28 日に

「最終まとめ」を発表した。これに基づき

文科省は、平成 30 年 3 月 20 日に、全国の

教育委員会に向けて「学校における医療的

ケアの今後の対応について」（通知）を発出

した（注１）。この中から、人工呼吸器、高

度な医療的ケア、訪問看護、医療事故、責

任などの単語をキーワードとしている記述

を抽出した。そしてその記述に沿った形で

議論を進め、訪問看護師が学校で人工呼吸

器などの高度な医療的ケアを実施する際の

責任の所在や法的対応について、準備して

おくべき事項をまとめた。 

（倫理面への配慮） 

議論において個人情報を扱うことはなか

た。 

 

Ｃ．研究結果 

文科省の通知「学校における医療的ケア

の今後の対応について」において、人工呼

吸器、高度な医療的ケア、訪問看護、医療

事故、責任をキーワードとした記述を抽出

した。下記のとおりとなった。 

 

① （教員が認定特定行為業務従事者とし

て実施できる）特定行為（喀痰吸引等）

以外の人工呼吸器の管理をはじめとす

る医療的ケア 

「人工呼吸器の管理をはじめ、特定行為

以外の医療的ケアについては、一律に対応

するのではなく、主治医や教育委員会の委

嘱した学校医・医療的ケア指導医の助言を

得つつ、個々の医療的ケア児の状態に応じ

て、その安全性を考慮しながら対応の在り

方を検討することが重要である。」と記述さ

れている。 

 

（P7） 

３．教育委員会における管理体制の在り方 

（２）ガイドラインの策定 

② 人工呼吸器の管理をはじめ、特定行

為以外の医療的ケアについては、一律に

任保険や看護師賠償責任保険は、主要な保険会社と契約しており、いずれも学校など医

療機関外での医行為や看護業務に関する損害賠償を補償している。保険契約の約款をよ

く読み、学校での医療的ケアの事故に対して補償が得られるか確認することが望ましい。 
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対応するのではなく、主治医や教育委員

会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医

の助言を得つつ、個々の医療的ケア児の

状態に応じて、その安全性を考慮しなが

ら対応の在り方を検討することが重要で

あること。 

 

（p11） 

６．特定行為以外の医療的ケアを実施する

場合の留意事項  

特定行為以外の医療的ケアについては、

モデル事業等の成果も参考にしつつ、医

療的ケア運営協議会において全体的な方

針を検討した上で、各学校において、主

治医や教育委員会の委嘱した学校医・医

療的ケア指導医や看護師等の助言を得つ

つ、個々の児童生徒等の状態に照らして

その安全性を考慮しながら、対応の在り

方を検討するとともに、各学校の実施状

況を、医療的ケア運営協議会で共有し、

各学校での医療的ケアの実施につなげて

いくこと。 ただし、小・中学校等におい

ては、学校ごとに検討体制を組織するこ

とが困難な場合が想定されることから、

市区町村教育委員会に設置した医療的ケ

ア運営協議会の下部組織を設けることも

考えられること。 

 

② 訪問看護師 

訪問看護師が学校に入ることに関しては、

「医療的ケアを医療機関等に委託して看護

師が派遣される」場合として言及された。

この場合、外部の看護師は校長の服務監督

を受けず、派遣元の医療機関等の指示や服

務監督に従うこととされた。以下のとおり

である。 

 

(P7) 

（３） 学校に看護師等を配置する際の留

意事項 

② 教育委員会が看護師等を自ら雇用す

るだけでなく、医療機関等に委託する

場合もある。その際に、派遣された看

護師等が、医療機関等の医師の監督の

下、医療的ケアを実施することにより、

医療的ケアに係る指示と服務監督が一

本化され、指示系統が明確化できるこ

とが考えられる。この場合、医療機関

等から派遣される看護師等は校長等の

服務監督は受けないので、あらかじめ

業務内容や手続等を十分に検討し、委

託契約書等に明確に定めておくととも

に、各学校の校長や、関係する教諭・

養護 教諭等との間で、医療的ケアの目

的や、その教育的な意義を十分に共有

し、連携を図ること。 

 

③ 医療事故 

医療事故に関しては、「学校事故対応に関

する指針（平成 28年 3月 31日文科省通知）」

を踏まえ、止血、心肺蘇生などの応急手当

や迅速な救急車の要請、保護者への対応、

学校設置者への報告、その後の基本調査を

適切に行うこととされた。以下のとおりで

ある。 

 

（p8） 

4．学校における組織的な体制の整備 

④ 医療的ケアに関する事故が発生した

際の対応については、「学校事故対応に

関する指針（平成 28 年 3 月 31 日 27 

文科初第 1785 号初等中等教育局長通
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知）」を踏まえ、応急手当や迅速な救急

車の要請、保護者への対応、学校設置

者への報告等を適切に行うこと。 

 

④ 責任の所在 

医療事故に関する責任の所在に関した記

述はないが、医療的ケアに関する責任とい

う観点から、教育委員会が関係者、主治医、

保護者の役割分担を明確にし、それぞれが

責任を負うこととしている。以下のとおり

である。 

 

（P3） 

①  医療的ケアに係る関係者の役割分担 

1)  当該医療的ケア児が在籍する学校や

その設置者である教育委員会は安全に

医療的ケアを実施するため、関係者の

役割分担を整理し各関係者が相互に連

携協力しながら、それぞれの役割にお

いて責任を果たしていくことが重要で

あること。 

また、教育委員会や学校だけでなく、

医療行為についての責任を負う主治医

や、子の教育について第一義的な責任

を負う保護者など、医療的ケア児に関

わる者それぞれが、学校における医療

的ケアの実施に当たり、責任を果たす

ことが必要であること。 

 

⑤ スクールバス 

医療的ケア児がスクールバスに乗ること

については、「乗車可能性をできるだけ追及

し、喀痰吸引が必要な児童に対しては看護

師が対応することが基本」とされた。以下

のとおりである。 

 

９． 校外における医療的ケア 

（２）スクールバスなど専用通学車両によ

る登下校 

① スクールバスなど専用通学車両への

乗車については、医療的ケア児の乗車

可能性をできる限り追求し、個別に判

断すること。 

② スクールバスなど専用通学車両の登

下校において、乗車中に喀痰吸引が必

要となる場合には、看護師等による対

応を基本とすること。運行ルート設定

の際、安全に停車可能な地点をあらか

じめ確認し、停車して医療的ケアを実

施すること。  

③ 緊急時対応が必要となる場合の対応

策について、保護者と学校関係者（教

育委員会の委嘱した学校医・医療的ケ

ア指導医、看護師等を含む。） との共

通理解を図ること。 

 

Ｄ．考察 

これらの文科省通知に示させる指針をも

とに、訪問看護師が学校で高度な医療的ケ

アを行うにあたっての医療事故に備えるた

めに必要な取り組み、知識、注意点などを

ワーキンググループで話し合い、以下のよ

うにまとめた。 

 

（１） 学校と医療機関との間の情報共有 

 

訪問看護師が学校で高度な医療的ケアを

実施するためには、主治医、訪問看護師が

学校における医療的ケア委員会と連携し、

学校の医療的ケア指導医及び学校看護師に

対して必要な医療情報を共有することが必

要である。児の安全性を損なわない範囲で、
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許容される活動の幅や医療的ケアの在り方

を個別に検討しなければならない。医療的

ケア児であっても、できるだけ幅広い体験

と学習を進めていくことが必要である。 

そのため、主治医は児の過去の病歴や現

在の医学的病態を記載した診療情報提供書

を学校に提出し、これらの医学的な情報を

学校や医療的ケア指導医と共有することが

望ましい。実際、令和 2 年度診療報酬改定

において、医療機関における主治医から学

校における学校医に対する診療情報提供料

（Ⅰ）が認められた（注２）。また、訪問看

護事業所から学校への情報提供についても、

入学又は転学時だけでなく年度の 1 回算定

できるよう拡大された（注３）。詳細を参考

資料 1に後述する。 

主治医が情報提供を行う際には、医療的

ケアの細かい内容よりも、医師から医師へ

伝えるべき医学上の情報を記載するのが良

い。その情報は、患者の医療的ケアや日常

活動の許容範囲を推定することに役立つ。

また、訪問看護師からの情報も、学校にお

いて学校看護師が医療的ケアを実施し、児

が安心・安全に学校生活を送るにあたって

非常に重要である。 

学校医及び医療的ケア指導医と学校看護

師は、これらの医療機関からの情報をもと

に、医療的ケア児に許容されるケアや活動

の幅を推定し、児の安全を損なわない医療

的ケアの在り方を議論していただきたい。 

 

（２） 医療事故に関わる法的対応 

 

学校における医療事故に関わる法的対応

について、ワーキンググループにおいて文

献等をもとに議論を行い、以下のとおり、

現状や課題とともに、望ましい対応につい

て意見をまとめた。 

学校内で医療的ケアに起因する事故が発

生した場合、児は病院へ搬送されて治療を

受けることになる。医療費の 7 割は健康保

険制度から支払われ、4 割は日本スポーツ

振興センター災害共済給付制度から支払わ

れる。そして重篤な後遺症や死亡が発生し

た場合、日本スポーツ振興センターから障

害見舞金、死亡見舞金が給付されるのが通

例である。これは学校内で実施された医療

的ケアに起因する事故に対しても適応され

ることが多い。日本スポーツ振興センター

災害共済給付制度の報告によれば、平成 30

年度までの特別支援学校小学部・中学部に

おける死亡事例の報告は 27件あったが、医

療的ケアに起因する事故の報告はなかった。 

事故が故意によるか、あるいは重大な過

失に起因すると疑われた場合は、警察によ

って捜査が行われ、違法行為については検

察から告訴され、刑事訴訟で裁かれる可能

性がある。医療事故の発生予防と事故発生

時の対応のために、あらかじめ医療的ケア

のマニュアルを策定しておくことが望まし

く、医療的ケアを実施する者は、そのマニ

ュアルを遵守する必要がある。マニュアル

策定には、「特別支援学校看護師のためのガ

イドライン」（日本小児看護学会）（注５）、

「盲・聾・養護学校における医療的ケア実

施対応マニュアル」（日本看護協会）（注６）

が参考になる。 

しかし多くの医療事故の場合、違法行為

に基づかないかもしくは違法行為を証明す

ることが困難であるため、刑事訴訟ではな

く民事訴訟で訴えられることが多い。民事

訴訟の場合、原告が誰を訴えるかは、原告
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が自由に選ぶことができる。このことを「処

分権主義」と言い、いかなる権利関係につ

いて、いかなる形式の審判を求めるかは、

当事者の判断に委ねられる。民事訴訟法第

246 条では「裁判所は、当事者が申し立て

いない事項について、判決をすることがで

きない」と規定している。 

文科省通知では、「教育委員会が、主治医、

保護者も含めた関係者の役割分担を整理し、

各関係者が相互に連携協力しながら、それ

ぞれの役割において責任を果たしていくこ

とが重要（筆者編集）」と述べているが、関

係者全員が訴訟の対象になる可能性がある。 

そのため、医療的ケア児に関わる関係者

は、適切な損害賠償責任保険に加入し、万

が一訴訟を起こされた場合に十分な補償が

得られるよう、準備する必要があると考え

られる。 

医師には医師賠償責任保険があり、看護

師には看護師賠償責任保険がある。 

日本医師会や医療関係学会による医師賠

償責任保険は、主要な損害保険会社と契約

しており、その約款には、「被保険者たる医

師またはその使用人、その他被保険者の業

務の補助者が日本国内で行った医療業務に

よって障害が発生した場合に支払われる。」

などと書かれている。看護師賠償責任保険

では、「被保険者たる看護師が、日本国内に

おいて看護業務を遂行することによって、

他人の身体や財物に損害を与えたり人格権

を侵害した場合に発生する損害賠償を補償

する。」などと書かれている。訪問看護事業

者を被保険者とした賠償責任保険もある。

医師、看護師いずれも、学校など医療機関

外で実施された医行為や看護業務に対して、

損害賠償責任保険が適応されうる。各団体

の賠償責任保険の約款の実例を、参考資料

２として添付する。 

保険契約を結ぶときにこれらの契約約款

を読み、学校での医療的ケアの事故に対し

て補償が得られるか、よく確認することが

望ましい。 

 

（２） 緊急時対応のマニュアルの作成 

 

気切カニューレの抜去時、呼吸困難時、

けいれん時、心肺停止時などの緊急時のマ

ニュアルを確立する必要がある。最終的に

は救急車で搬送することになるが、それま

でに学校で対応できることを明記しておく

べきである。その際、命の危険を守るため

の緊急避難として、看護師でなくても近く

にいる人が即座に実施したほうが良い行為

についても、記載することが望ましい。例

えば、気切カニューレの再挿入、痰の吸引、

バギング、心肺蘇生術がこれに当たると考

えられる。またそのために、平常時から関

係者は緊急時の対応について訓練しておく

必要がある。 

 さらに、これらの応急処置に関して、保

護者に説明し同意を得ておき、これらのマ

ニュアルに従ったとしても重篤な結果が生

じる可能性があることを、保護者に理解し

てもらうことが望ましい。 

 

Ｅ．結論 

 訪問看護師が学校で高度な医療的ケアを

実施するためには、主治医による診療情報

提供書、訪問看護師による情報提供に基づ

いて、学校における医療的ケア関係者と協

議することが重要である。 

 そして医療事故発生時に備えて、訪問看
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護師、主治医ともにそれぞれの職種の損害

賠償責任保険に加入しておくことが望まし

い。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 

Ｇ．研究発表 

  発表なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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（参考資料１） 

 

 

令和 2 年度診療報酬改定 

（注 2）「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和 2 年度厚生労働省告示第 57 号）

の p27  

 

【B009 診療情報提供料（Ⅰ）】 250 点 

注 7．保険医療機関が、児童福祉法第 56 条の６第２項に規定する障害児である患者につい

て、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教育

法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教 育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患

者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者１人につき月１回に限

り算定する。 

 

 

令和 2 年度診療報酬改定 

（注３）（「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」

（令和 2 年厚生労働省告示第 62 号）の p11 

 

【03 訪問看護情報提供療養費（２）】 1500 円 

２ ２については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法（昭和

22 年法律第 164 号）第 39 条第１項に規定する保育所等、学校教育法（昭和 22 年法律第

26 号）第１条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の 前期

課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部（以下「学校等」という。）へ通園又は通

学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て 、当該学校

等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した

場合に、利用者１人につき各年度１回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転

園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学

校等につき月１回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおい

て、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費２を算定し

ている場合は、算定しない。 
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（参考資料２） 

 

職能団体 Aが募集し損害保険会社 Bが取りまとめる団体医師賠償責任保険の例 

 

http://surugadai.sakura.ne.jp/surugadai/pdf/ibai202002.pdf 

 

 

学会 Cが募集し損害保険会社 Dが取りまとめる賠償責任保険医師特別約款の例 

 
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/pdf/medical_yakkan_20180101.pdf 
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職能団体 Dが募集し損害保険会社 Bが取りまとめる看護職賠償責任保険の例 

 

https://li.nurse.or.jp/download/pdf/2019_tebiki.pdf 

 

団体 Eが募集し損害保険会社 Fが取りまとめる 

職業賠償責任保険普通保険の訪問看護事業者特別約款の例 

 

https://www.hokan-kyosai.org/PDF/%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E4%BF

%9D%E9%99%BA%E6%99%AE%E9%80%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B4%84%E6%AC%

BE.pdf (p82) 
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